
１．整備計画

静岡県森林整備農山漁村整備交付金計画

令和３年度 ～ 令和５年度 静岡県、市町、森林組合等

（R2当初） （R　末） （R5末）

① 森林整備事業：年間森林整備面積

② 治山事業、漁場保全の森づくり事業：山地災害の安全対策を講じた地区数

③ 盛土緊急対策の着手数

〇 △ ― 備考 ● ▲

３．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 10,000ha/年

Ⅱ定量的指標の達成状況

最終実績値 8,589ha/年

最終目標値 4,105地区

最終実績値 4,138地区

最終目標値 4箇所

最終実績値 4箇所

４．今後の方針等

＜①森林整備事業＞
・利用間伐による効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりのため、林道（２路線）の路網整備等及び森林整備等(26.84ha)を実施し、継続的な
森林整備の促進と森林の公益的機能の向上に寄与した。

＜②治山事業、漁場保全の森づくり事業＞
・山地災害の未然防止を図るため、荒廃渓流及び荒廃危険山地において、治山ダム工（20基）、山腹工（25.63ha）等を整備し、下流域の住民の
安全・安心な生活環境の創出に寄与した。
・森林の過密化や表土の流出等により、水源涵養機能や土砂流出防止機能が低下した保安林において森林整備（60.71ha）等を実施し、保安林機
能の向上及び下流の漁場環境の保全が図られた。

＜③盛土緊急対策事業＞
・「盛土による災害防止のための総点検」で確認された盛土のうち、人家、公共施設に被害を及ぼすおそれのある盛土（４箇所）において安全
性を確認し、うち１箇所において盛土崩落対策工事を実施し、安全・安心な生活環境の創出に寄与した。

公共造林事業等を活用して森林整備の支援を進めたが、R4.9台風15号等の災害の影響により、
整備地までの林道等が被災したことで、計画していた森林整備に遅れが生じたため、目標達成
とはならなかった。

目標値と実績
値に差が出た

要因

指標①（森林
整備事業：年
間森林整備面
積）

計画の移行なし 4 計画の移行あり

事業種別

主な交付
対象事業

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
（延長・面積等）

市町名

治山事業

漁場保全の森づくり事業

盛土緊急対策事業

渓間工等　25区域

森林整備等　8区域

安全性把握調査、盛土撤去等　４区域

県内各市町

県内各市町

（様式２-１） 社会資本総合整備計画　事後評価書（案）

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R2末）

9,971ha/年 10,000ha/年-

4092地区 - 4105地区

定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式

全体事業費

　木材価格の低迷等に伴う林業生産活動の停滞により、間伐等の森林施業が進まず荒廃した森林が増加しており、水源涵養、土砂災害防止等森林の公益的機能の低下や、人家や施設等へ
の直接的な被害も懸念されている。
　このため、林道等の路網整備を重点的に講じ、利用間伐による効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを推進し、継続的な森林整備を促進する。
　また、荒廃が進む森林において、渓間工、山腹工及び森林整備等を行う。
　これらにより、森林の公益的機能を高め、持続し、山地災害未然防止を図るとともに、下流の漁場への土砂流入を緩和する。
　さらに、令和３年度に実施した林地開発及び保安林制度に係る「盛土による災害防止のための総点検」において、何らかの不備や不具合が生じた盛土で、現地状況が把握できていない
箇所について、緊急的な対策として盛土緊急対策事業（盛土撤去・崩落対策事業、安全性把握調査）を実施する。

（森林整備）
　・　年間森林整備面積の維持
（治山、漁場保全の森づくり）
　・　山地災害の安全対策を講じた地区数
（盛土緊急対策）
　・　対策の必要な盛土の緊急対策着手数

Ｃ
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

0箇所 - 4箇所

5,522 百万円 Ａ 5,522 百万円 Ｂ

森林整備、治山、漁場
保全の森づくり、盛土

緊急対策

森林整備事業 路網整備等２路線　森林整備等26.84ha 県内各市町 857

全体事業費
（百万円）

備考

県内各市町

1,116

2,745事業数

・森林の多面的機能の維持増進のため、間伐等の適正な森林整備を引き続き推進するとともに、森林整備の基盤となる林道、作業道の整備を進めることで、間伐材の搬出利用を促進し、
木材の安定供給に努める。

・山地災害対策が必要な区域が依然多く存在していることから、今後も治山事業を推進し、山地災害防止機能の向上、保安林機能の維持、回復及び漁場環境の保全を図っていく。

・盛土崩落対策工事を実施している箇所においては、引続き事業を進め、安全の確保を図っていく。また、他部局や市町とも連携を図り、新たな違法盛土の発生防止に努めるが、新たに
人家、公共施設に被害を及ぼすおそれのある盛土が確認された場合には、本事業により安全性の把握、必要に応じて対策工事を実施していく。

・林道、森林作業道、治山施設等の整備により、森林の多面的機能の維持増進とともに利用間伐が推進され、木材の安定供給に向けた体制の整
備が進んだ。
・計画的な治山事業の執行により、“ふじのくに森の防潮堤づくり”の進捗が図られた。
・盛土崩落対策工事の実施により、公共施設への土砂流出は発生していない。

計画的な事業執行により、目標が達成された。
目標値と実績
値に差が出た

要因

目標値と実績
値に差が出た

要因

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の
　　　　　　　　　　　効果の発現状況

指標②（治山
事業、漁場保
全の森づくり
事業：山地災
害の安全対策
を講じた地区
数）

指標③（盛土
緊急対策の着
手数）

4 804

計画的な事業執行により、目標が達成された。

２．事業の進捗状況　（○：計画期間中に完成　　△：計画期間終了後に完成見込　　－：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））
　　　　　　　　　　（計画期間中に他の整備計画に移行したもので、　●：本計画の期間中に完成　　▲：本計画の期間終了後に完成見込
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【静岡県森林整備農山漁村整備交付金計画】

（３）指標に関連する実施事例

計画の成果目標
定量的指標

R3当初 R5末最終目標 R5末最終実績 R5末達成率

年間森林整備面積
9,971ha/年

（ 9,971/ 10,000）
10,000ha/年

（ 10,000/ 10,000）
8,589ha/年

（ 8,589/ 10,000）
85.9%

山地災害の安全対策を講じた
地区数

4,092地区
（4,092/ 4,105）

4,105地区
（4,105/ 4,105）

4,138地区
（4,138/ 4,105）

100.8%

盛土緊急対策着手数 ０箇所 ４箇所 ４箇所 100.0%

（２）指標

（森林整備）年間森林整備面積の維持

（治山、漁場保全の森づくり）山地災害の安全対策を講じた地区数

（盛土緊急対策）対策が必要な盛土の緊急対策着手数

指標の達成状況

（森林整備）令和５年度末の最終実績値は85.9 ％であり、 R4.9台風15号等の災害の影響に

より目標値を達成できなかった。

（治山、漁場保全の森づくり）令和５年度末の最終実績値は100.8％であり、目標値を達成した。

（盛土緊急対策）令和５年度末の最終実績値は100.0％であり、目標値を達成した。

（１）事業の目的

木材価格の低迷等に伴う林業生産活動の停滞により、間伐等の森林施業が進まず荒廃した森林が

増加しており、水源涵養、土砂災害防止等森林の公益的機能が低下している。

このため、林道等の路網整備を進め、利用間伐による効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくり

を推進し、継続的な森林整備を促進する。あわせて、荒廃が進む森林において、渓間工、山腹工及

び森林整備等を行う。これらにより、森林の公益的機能を高め、持続し、山地災害未然防止を図る

とともに、下流の漁場への土砂流入を緩和する。

さらに、令和３年度に実施した林地開発及び保安林制度に係る「盛土による災害防止のための総

点検」において確認された人家、公共施設に被害を及ぼすおそれのある盛土に対し、安全性把握調

査及び復旧対策工事を実施する。

様式２-２

治山工事（渓間工）の実施により土砂流出を防止路網整備により森林整備を促進

27



【静岡県森林整備農山漁村整備交付金計画】

・林道、森林作業道、治山施設等の整備により、森林の多面的機能の維持増進とともに利用間伐
が推進され、木材の安定供給に向けた体制の整備が進んだ。

・計画的な治山事業の執行により、“ふじのくに森の防潮堤づくり”の進捗が図られた。
・盛土崩落対策工事の実施により、公共施設への土砂流出は発生していない。

（４）定量指標以外の効果発現状況

（５）今後の方針と目標達成見込み

・森林の多面的機能の維持増進のため、間伐等の適正な森林整備を引き続き推進するとともに林道、
作業道の整備を進めることで、間伐材の搬出利用を促進し、木材の安定供給に努める。

・山地災害対策が必要な区域が依然多く存在していることから、今後も治山事業を推進し、山地災
害防止機能の向上、保安林機能の維持、回復及び漁場環境の保全を図っていく。

・盛土崩落対策工事を実施している箇所においては、引続き事業を進め、安全の確保を図っていく。
また、他部局や市町とも連携を図り、違法盛土の発生防止に努めるが、新たに人家、公共施設に
被害を及ぼすおそれのある盛土が確認された場合には、本事業により安全性の把握、必要に応じ
て対策工事を実施していく。

様式２-２
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